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平成２５年度  

おおい町人事行政の運営等の状況の公表  

 

 

 

 

 

  

お お い 町 人 事 行 政 の 運 営 等 の 状 況 の 公 表 に 関 す る 条 例  

 （ 平 成 ２ １ 年 お お い 町 条 例 第 ７ 号 ）第 ５ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 

平 成 ２ ５ 年 度 お お い 町 人 事 行 政 の 運 営 等 の 状 況 に つ い て 、  

次 の と お り 公 表 し ま す 。  

  

（ 一 部 、 平 成 2 6 年 4 月 1 日 現 在 の 状 況 を 公 表 し て い ま す 。）  
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１  職員数に関する状況  

 

(1) 部門別職員数の状況  

平 成 ２ ５ 年 度 及 び 平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 現 在 の 部 門 別 職 員 数 の 状 況

は 、 次 の 表 の と お り で す 。  

                ※ 本 表 に お い て は 教 育 長 を 含 む  

 

区 分  職 員 数  
増 減  主 な 増 減 理 由  

部 門  平成 25 年度 平成 26 年度 

一
般

行

政

部

門 

議 会  ３  ３  －   

総 務  ４ ３  ４ ３  －   

税 務  ７  ８  １  業 務 の 増  

民 生  ３ ０  ３ ０  －   

衛 生  １ ０  ８  △ ２  事 務 の 統 廃 合  

労 働  ０  ０  －   

農 林 水 産  １ ９  １ ９  －   

商 工  ８  ７  △ １  事 務 の 統 廃 合  

土 木  ７  ７  －   

小 計  １ ２ ７  １ ２ ５  △ ２   

特
別
行
政
部
門 

教 育  ３ ５  ３ ４  △ １  事 務 の 統 廃 合  

消 防  ０  ０  －   

小 計  ３ ５  ３ ４  △ １   

公
営

企

業

部

門 

病 院  ６  ６  －   

水 道  ２  ２  －   

下 水 道  ３  ３  －   

そ の 他  ８  ７  △ １  事 務 の 統 廃 合  

小 計  １ ９  １ ８  △ １   

合 計  １ ８ １  １ ７ ７  △ ４   
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(2) 定員適正化計画の数値目標及び進歩状況  

  平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 現 在 の 定 員 適 正 化 計 画 の 数 値 目 標 及 び 進 捗

状 況 は 、 次 の と お り で す 。  

区 分  区 分  平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

職 員 数  
当初計画 207  204  201  196  194  188  188  

実 績  203  199  199  194  193  185  181  

削 減 数  
当初計画 △ 6  △ 3  △ 3  △ 5  △ 2  △ 6  0  

実 績  △ 10  △ 4  0  △ 5  △ 1  △ 8  △ 4  

 

区 分  区 分  平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度  合 計  

職 員 数  
当初計画 186  179  177  173  172    

実 績  177  －  －  －  －    

削 減 数  
当初計画 △ 2  －  －  －  －   △ 27  

実 績  △ 4  －  －  －  －   △ 36  

 

 

(3) 平成２５年度職員採用候補者試験の実施状況  

   平 成 ２ ５ 年 度 の 職 員 採 用 候 補 者 試 験 の 実 施 は 、 次 の と お り で す 。  

  ア  試 験 日 程 等  

種

類 

試 験 区 分  公 告 日  
申  込  

受 付 期 間  

試 験 日  最 終 合 格

発 表 日  第１次試験 第２次試験 

高

校

卒

業

程
度 

事  務  

H 2 5  

7 月 5 日  

H 2 5  

7 月 2 5 日  

 ～  

8 月 1 5 日  

H 2 5  
9 月 2 2 日  

H 2 5  
11 月 9 日  

H 2 5  
11 月 1 5 日  

保 育 士  

  

イ  申 込 者 数 、 受 験 者 数 、 合 格 者 数 及 び 競 争 倍 率  

種

類 

試 験 区 分
採 用  

予 定 数  

申 込

者 数  

１ 次 試 験  ２ 次 試 験  競 争

倍 率  受験者数 合格者数 受験者数 合格者数 

高

校

卒

業

程
度 

事   務  若 干 名  13  12  8  8  3  4 .0  

保 育 士  1  4  4  3  3  1  4 .0  

計  －  17  16  11  11  4  4 .0  
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２  職員の給与の状況  

 

(1) 人件費の状況  

平 成 ２ ５ 年 度 の 普 通 会 計 決 算 に お け る 人 件 費 の 状 況 は 、 次 の 表 の

と お り で す 。  

区分 
住民基本台帳人口 

(H26.3.31 現在 ) 

歳出額 

(A) 

実質収支 人件費 

(B) 

人件費率 

(B/A) 

平成 24 年度 

人件費率 

平成 25 年度  
人 

8,677 

千円 

10,825,343 

千円 

300,743 

千円 

1,300,678 

％ 

12.0 

％ 

11.8 

（ 注 ） 人 件 費 に は 、 事 業 費 支 弁 に 係 る 職 員 分 を 含 む と と も に 、 特 別 職 職 員 等 に 支

給 さ れ る 給 料 、 報 酬 等 を 含 み ま す 。  

 

(2) 職員給与費の状況  

平 成 ２ ５ 年 度 の 普 通 会 計 決 算 に お け る 職 員 給 与 費 の 状 況 は 、 次  

の 表 の と お り で す 。  

区分 
職 員 数 

(A) 

給 与 費 １人当たり 

給与費 
(B/A) 

給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計(B) 

平成 25 年度  
人 

161 

千円 

547,071 

千円 

71,833 

千円 

194,683 

千円 

813,587 

千円 

5,053 

（ 注 ） １  職 員 手 当 に は 、 退 職 手 当 を 含 み ま せ ん 。  

   ２  職 員 数 に は 、 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 数 を 含 み ま せ ん 。  

    ３  給 与 費 は 、 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 の 給 与 を 含 み ま せ ん 。  

 

(3)  職員（一般行政職）の平均年齢、平均給料月額及び平均給

与月額の状況  

   平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 現 在 に お け る 職 員（ 一 般 行 政 職 ）の 平 均 年 齢 、

平 均 給 料 月 額 及 び 平 均 給 与 月 額 の 状 況 は 、 次 の 表 の と お り で す 。  

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

おおい町 ４２．３歳 ３０２，１００円 ３３９，７００円 

（ 注 ）  給 与 月 額 は 、 給 料 月 額 に 職 員 手 当 の 額 を 加 え た も の で す 。  
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(4) 職員の初任給の状況  

   平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 現 在 に お け る 職 員 の 初 任 給 の 状 況 は 、 次 の 表

の と お り で す 。  

区  分 おおい町 福井県 国 

一般 

行政職 

大学卒 161,600 円 178,800 円   172,200 円 

高校卒 140,100 円 144,500 円  140,100 円 

 

(5) 職員の経験年数別及び学歴別の平均給料月額の状況  

   平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 現 在 に お け る 職 員 の 経 験 年 数 別 及 び 学 歴 別 の

平 均 給 料 月 額 の 状 況 は 、 次 の 表 の と お り で す 。  

区 分 経験年数１０年 経験年数１５年 経験年数２０年 

一般 

行政職 

大学卒 236,733 円 273,640 円 297,767 円 

高校卒 207,550 円 235,325 円 292,417 円 

 
（ 注 ）  経 験 年 数 と は 、 卒 業 後 直 ち に 採 用 さ れ た 場 合 に あ っ て は 採 用 後 の 年 数

を 、 採 用 前 に 民 間 歴 等 が あ る 場 合 に あ っ て は そ の 期 間 を 換 算 し 、 採 用 後

の 年 数 に 加 算 し た 年 数 を い い ま す 。  

該 当 職 員 が ３ 人 以 下 の 区 分 に つ い て は 、 そ の 階 層 に 代 え て 、 近 似 の 階

層 を 記 載 し て い ま す 。  

 

 

(6) 職員（一般行政職）の級別職員数の状況  

   平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 現 在 に お け る 職 員 （ 一 般 行 政 職 ） の 級 別 職 員

数 の 状 況 は 、 次 の 表 の と お り で す 。  

区  分  代 表 的 な 職 名  職  員  構  成  

１  級  主 事 ・ 主 事 補  １ ７ 人  13 .0％  

２  級  主 事  ３ １ 人  23 .7％  

３  級  主 査  ４ ０ 人  30 .5％  

４  級  課 長 補 佐  ２ １ 人  16 .0％  

５  級  課 長 ・ 課 長 補 佐  ６ 人  4 .6％  

６  級  課 長  １ ６ 人  12 .2％  

 
（ 注 ）  お お い 町 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 平 成 １ ８ 年 お お い 町 条 例

第 ４ ３ 号 ） に 基 づ く 給 料 表 の 級 区 分 に よ る 職 員 数 で す 。  
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(7) 職員手当の状況（企業職を除く）  

    

ア  期末手当・勤勉手当  

平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 現 在 に お け る 期 末 手 当・勤 勉 手 当 の 状 況 は 、

次 の 表 の と お り で す 。  

お  お  い  町  福  井  県  国  

１人当たり平均支給額  

（平成 25 年度）1,224 千円 － － 

（平成 25 年度支給割合）  

期末手当   勤勉手当  

2.6 月分     1.35 月分  

(1.45)月分   (0.65)月分 

（平成 25 年度支給割合）  

期末手当   勤勉手当  

2.6 月分     1.35 月分  

(1.45)月分   (0.65)月分  

（平成 25 年度支給割合）  

期末手当   勤勉手当  

2.6 月分     1.35 月分  

(1.45)月分   (0.65)月分 

（加算措置の状況）  

職制上の段階、職務の級等による

加算措置  

・役職加算  5～15％ 

（加算措置の状況）  

職制上の段階、職務の級等による

加算措置  

・役職加算  5～20％  

・管理職加算 15～25％  

（加算措置の状況）  

職制上の段階、職務の級等による

加算措置  

・役職加算  5～20％  

・管理職加算 10～25％  

（ 注 ）（ ） 内 は 、 再 任 用 職 員 に 係 る 支 給 割 合 で す 。  

 

イ  退職手当  

平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 現 在 に お け る 退 職 手 当 の 状 況 は 、 次 の 表 の

と お り で す 。  

お  お  い  町  国  

（支給率 )    自己都合    勧奨・定年  

勤続２０年   23.03 月分   28.7875 月分  

勤続２５年   32.83 月分    38.955 月分  

勤続３５年   46.55 月分    55.86 月分  

最高限度額   55.86 月分    55.86 月分  

その他の加算措置  

・定年前早期退職特例措置（2～20％加算）  

１人当たり平均支給額  

          自己都合  1,851 万円  

          定  年  1,969 万円 

（支給率）    自己都合    勧奨・定年  

勤続２０年    23.03 月分  28.7875 月分  

勤続２５年    32.83 月分   38.955 月分  

勤続３５年    46.55 月分   55.86 月分  

最高限度額    55.86 月分   55.86 月分  

その他の加算措置  

・定年前早期退職特例措置（2～20％加算）  

 
（ 注 ）  退 職 手 当 の １ 人 当 た り 平 均 支 給 額 は 、 ２ ５ 年 度 に 退 職 し た 職 員 に 支

給 さ れ た 平 均 額 で す 。  
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ウ  地域手当  

平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 現 在 に お け る 地 域 手 当 の 状 況 は 、 次 の 表 の

と お り で す 。  

支給実績（平成２５年度決算） ※ 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２５年度決算） ※  円 

支給対象地域等 支給率 支給対象職員数 国の制度 

医師 １５％ １人 １５％ 

（ 注 ）※ は 、個 人 情 報 保 護 の 観 点 か ら 、対 象 と な る 職 員 数 が １ 人 ま た は ２ 人

の 場 合 は 非 公 表 と さ せ て い た だ き ま す 。  

 

 

エ  特殊勤務手当  

平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 現 在 に お け る 特 殊 勤 務 手 当 の 状 況 は 、 次 の

表 の と お り で す 。  

支給実績（平成 25 年度決算）          ※  千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成 25 年度決算）          ※   円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成 25 年度）         ０．５  ％ 

手当の種類（手当数）  １ 

手当の名称  主な支給対象職員  主な支給対象業務  
左記職員に対  

する支給単価  

医療業務手当  
診療所に勤務する医師で

ある職員（医師）  
診療業務等  

給料月額の 100 分の 30

を 乗 じ て 得 た 額 に

15,000 円を加えた額以

内の額  

（ 注 ）※ は 、個 人 情 報 保 護 の 観 点 か ら 、対 象 と な る 職 員 数 が １ 人 ま た は ２ 人

の 場 合 は 非 公 表 と さ せ て い た だ き ま す 。  

 

 

オ  時間外勤務手当  

平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 現 在 に お け る 時 間 外 勤 務 手 当 の 状 況 は 、 次

の 表 の と お り で す 。  

平成２５年度決算 
支給総額           １９，４９４千円 

職員１人当たり平均支給年額     １０９千円 

平成２４年度決算 
支給総額           １４，１０４千円 

職員１人当たり平均支給年額      ７７千円 
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カ  その他の手当  

平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 現 在 に お け る そ の 他 の 手 当 の 状 況 は 、 次 の

表 の と お り で す 。  

手当名  内容及び支給単価  
国の制度

との異同  

国の制度と  

異なる内容  

支給実績  

(平成 25 年度

決算 ) 

支給職員１人

当たり平均支

給年額 (平成

25 年度決算 ) 

扶養手当  

扶養親族のある職員に支給  

・配偶者     13,000 円  

・その他扶養親族  

 （1 人目）  

  配偶者なし 11,000 円  

配偶者あり     6,500 円  

 （2 人目以降）   6,500 円  
 

※満 15 歳年度初めから満 22

歳年度末までの子１人につ

き、5,000 円を加算  

同じ   20,504 千円  256,306 円  

住居手当  

借家に係る 12,000 円を超え

る家賃の額に応じて支給  

  最高 月額    27,000 円  

同じ   3,695 千円  335,864 円  

通勤手当  

通勤距離２km.以上で自家用

車等使用の場合、距離に応じ

て支給  

月額 2,000 円～24,500 円  

同じ   10,390 千円  78,711 円  

宿日直  

手当  

宿日直勤務を行う職員に支給  

   １回    4,200 円  
同じ   2,507 千円  24,582 円  

管理職  

手 当  

管理・監督の地位にある職員

に支給  

・総務課長    

  6 級     51,900 円  

  5 級     49,600 円  

・総務課長以外の課長級の職

員      

6 級     41,600 円  

5 級     39,700 円  

・診療所長  

  4 級     55,100 円  

・総務課長補佐  

  5 級     31,700 円  

  4 級     29,700 円  

・総務課長補佐以外の課長補

佐級の職員  

5 級     23,800 円  

4 級     22,200 円  

異なる  

・分類される職

が異なる。  

・給料表の級ご

と に 定 め ら

れ た 金 額 に

ついては、概

ね同じ。  

19,014 千円  380,288 円  

管理職員  

特別勤務  

手当  

管理・監督の地位にある職員

が臨時・緊急・公務の運営の

必要により、週休日又は休日

等に勤務した場合に支給  

(６時間以下の場合 ) 

          8,000 円  

(6 時間を超える場合 ) 

          12,000 円  

異なる  

・分類される職

が異なる。  

・給料表の級ご

と に 定 め ら

れ た 金 額 に

ついては、概

ね同じ。  

976 千円  32,850 円  

初任給  

調整手当  

医師に支給  

月額 55,000 円～410,900 円  
同じ   ※千円  ※円  

単身赴任  

手  当  

異動に伴い転居し、やむを得

ない事情により配偶者と別居

し単身で生活する職員に支給  

配偶者宅との距離により  

月額 23,000 円～68,000 円  

同じ   0 千円  0 円  

 （ 注 ） ※ は 、 個 人 情 報 保 護 の 観 点 か ら 、 対 象 と な る 職 員 数 が １ 人 ま た は ２

人 の 場 合 は 非 公 表 と さ せ て い た だ き ま す 。  
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(8) 特別職の給料、報酬等の状況  

   平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 現 在 に お け る 特 別 職 の 給 料 、報 酬 等 の 状 況 は 、

次 の 表 の と お り で す 。  

区 分  給 料 月 額 等  

給

料 

町  長  

副 町 長  

８ ５ ０ ， ０ ０ ０ 円  

６ ７ ０ ， ０ ０ ０ 円  

報

酬 

議  長  

副 議 長  

議  員  

３ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円  

２ ４ ５ ， ０ ０ ０ 円  

２ ３ ５ ， ０ ０ ０ 円  

期

末

手
当 

町  長  

副 町 長  

(平 成 ２ ５ 年 度 支 給 割 合 )  

２ ． ９ ５ 月  

議  長  

副 議 長  

議  員  

(平 成 ２ ５ 年 度 支 給 割 合 )  

３ ． １ 月  

退
職

手
当 

 

町  長  

副 町 長  

(算 定 方 式 )       (１ 期 の 手 当 額 )     (支 給 時 期 )  

8 5 0 , 0 0 0 円 ×在 職 月 数 × 0 . 4 5   1 8 , 3 6 0 , 0 0 0 円     任 期 毎  

6 7 0 , 0 0 0 円 ×在 職 月 数 × 0 . 2 7    8 , 6 8 3 , 2 0 0 円     任 期 毎  

（ 注 ）  「 １ 期 の 手 当 額 」 は 、 ４ 月 １ 日 現 在 の 給 料 月 額 及 び 支 給 率 に 基 づ き 、

１ 期 （ ４ 年 ＝ ４ ８ 月 ） 勤 め た 場 合 に お け る 退 職 手 当 の 見 込 額 で す 。  
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３  職員の勤務時間その他の勤務条件の状況  

 

(1) 勤務時間等の状況  

平 成 ２ ５ 年 度 の 職 員 の 勤 務 時 間 は 、 原 則 と し て 次 の 表 の と お り で

す 。  

勤 務 時 間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

休 憩 時 間  正午から午後１時まで 

（ 注 ）  公 務 の 運 営 上 の 事 情 に よ り 特 別 の 形 態 に よ っ て 勤 務 す る 必 要 の あ る 職

員 （ 保 育 園 等 ） は 、 上 記 以 外 の 勤 務 時 間 の 割 り 振 り と な り ま す 。  

 

(2) 主な休暇及び休業制度の状況  

平 成 ２ ５ 年 度 の 職 員 の 主 な 休 暇 、 休 業 制 度 の 状 況 は 、 次 の 表 の と

お り で す 。  

区 分 期 間 取得状況 

年次休暇 １年当たり２０日 取得日数 平均 10.3 日 

病気休暇 

９０日以内 

ただし、悪性新生物など規則で定める

疾病により療養を要する場合 

  １８０日以内 

結核性疾患にかかり長期の療養を要す

る場合          １年以内 

取得者      22 人 

介護休暇 

配偶者、父母、子等を介護する必要が

ある場合 連続する６月の期間内にお

いて必要と認める期間 

取得者      0 人 

育児休業 最長で子が３歳に達するまでの期間 取得者      3 人 

（ 注 ） １  職 員 の 休 暇 等 に つ い て は 、 お お い 町 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す

る 条 例 （ 平 成 1 8 年 お お い 町 条 例 第 3 4 号 ） 及 び お お い 町 職 員 の 勤 務 時

間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 1 8 年 お お い 町 規 則 第 2 3 号 ）

で 定 め ら れ て い ま す 。  

    ２  年 次 休 暇 に つ い て は 、 １ 年 単 位 で 付 与 さ れ る た め 、 平 成 ２ ５ 年 １ 月

１ 日 か ら 同 年 １ ２ 月 ３ １ 日 ま で の 取 得 状 況 を 記 載 し て い ま す 。  

    ３  病 気 休 暇 、 介 護 休 暇 及 び 育 児 休 業 の 取 得 者 は 、 平 成 ２ ５ 年 度 中 に 休

暇 等 を 開 始 し た 者 の 人 数 を 記 載 し て い ま す 。  
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４  職員の分限処分及び懲戒処分の状況  

 

(1) 分限処分の状況  

   平 成 ２ ５ 年 度 の 分 限 処 分 の 状 況 は 、 次 の 表 の と お り で す 。  

降  任  免  職  休  職  降  給  合  計  

０ 人  ０ 人  １ 人  ０ 人  １ 人  

（ 注 ） １  分 限 処 分 と は 、 公 務 の 能 率 の 維 持 及 び そ の 適 正 な 運 営 の 確 保 の 観 点

か ら 、 職 員 が そ の 職 責 を 十 分 に 果 た す こ と が で き な い 場 合 に 行 う 処 分

の こ と を い い ま す 。  

    ２  平 成 ２ ５ 年 度 中 に 分 限 処 分 を 受 け た 職 員 数 を 記 載 し て あ り ま す 。  

 

(2) 懲戒処分の状況  

   平 成 ２ ５ 年 度 の 懲 戒 処 分 の 状 況 は 、 次 の 表 の と お り で す 。  

戒  告  減  給  停  職  免  職  合  計  

０ 人  ０ 人  ０ 人  ０ 人  ０ 人  

（ 注 ） １  懲 戒 処 分 と は 、 職 務 上 の 義 務 違 反 等 公 務 員 と し て ふ さ わ し く な い 非

行 が あ る 場 合 に 行 う 処 分 の こ と を い い ま す 。  

    ２  平 成 ２ ５ 年 度 中 に 懲 戒 処 分 を 受 け た 職 員 数 を 記 載 し て あ り ま す 。  

 

 

５  職員の服務の状況  

  職 員 の 服 務 に つ い て は 、 そ の 根 本 基 準 と し て 「 す べ て 職 員 は 、 全 体

の 奉 仕 者 と し て 公 共 の 利 益 の た め に 勤 務 し 、 且 つ 、 職 務 の 遂 行 に 当 っ

て は 、 全 力 を 挙 げ て こ れ に 専 念 し な け れ ば な ら な い 。」 と さ れ て い ま

す （ 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ６ １ 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。）

第 ３ ０ 条 ）。  

  更 に 、 次 に 掲 げ る 義 務 、 禁 止 及 び 制 限 事 項 が 定 め ら れ て い ま す 。  

  (1 ) 法 令 等 及 び 上 司 の 職 務 上 の 命 令 に 従 う 義 務 （ 法 第 ３ ２ 条 ）  

  (2 ) 信 用 失 墜 行 為 の 禁 止 （ 法 第 ３ ３ 条 ）  

  (3 ) 秘 密 を 守 る 義 務 （ 法 第 ３ ４ 条 ）  

  (4 ) 職 務 に 専 念 す る 義 務 （ 法 第 ３ ５ 条 ）  

  (5 ) 政 治 的 行 為 の 制 限 （ 法 第 ３ ６ 条 ）  

  (6 ) 争 議 行 為 等 の 禁 止 （ 法 第 ３ ７ 条 ）  

  (7 ) 営 利 企 業 等 の 従 事 制 限 （ 法 第 ３ ８ 条 ）  

  服 務 規 律 確 保 の 取 組 み の 状 況  

  服 務 規 律 の 確 保 に つ い て は 、 会 議 及 び 研 修 の 機 会 を 通 じ て 、 又 は 選  

 挙 前 、 年 末 年 始 等 の 機 会 を 捉 え て 職 員 に 周 知 徹 底 を 図 っ て い ま す 。  
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６  職員の研修及び勤務成績の評定の状況  
  

(1) 研修の状況  

   職 員 に は 、 そ の 勤 務 能 率 の 発 揮 及 び 増 進 の た め に 、 研 修 を 受 け  

る 機 会 が 与 え ら れ な け れ ば な ら な い と さ れ て い ま す（ 法 第 ３ ９ 条 ）。 

   平 成 ２ ５ 年 度 の 職 員 の 研 修 の 状 況 は 、 次 の と お り で す 。  

区分 研修名 
研修期間 

   （日） 

受講者数 

   （人） 

独自研修 
番号法と個人情報保護制度研修  １ １０４ 

   

委託研修 

新規採用職員研修（前期）  ４   ４ 

新規採用職員研修（後期）  ５   ４ 

ステップ１研修（２５才）  ２   ３ 

ステップ２研修（３０才）  ２   ２ 

ステップ３研修（３５才）  ２   ６ 

ステップ４研修（４０才）  ２   ５ 

地方公会計と財務諸表の作り方・読み方研修  ２   ２ 

行政法研修  １   １ 

営業力向上①研修  １   １ 

営業力向上②研修  １   １ 

民法（債権）研修  ２   １ 

アサーティブ・コミュニケーション研修  １   ８ 

行政対象暴力対策研修  １   ２ 

ハードクレーム研修  １   １ 

法制執務研修  １  １２ 

地方自治法講座  １   １ 

   

   

派遣研修 
木造家屋評価実務研修  ４   １ 

   

（ 注 ） １  独 自 研 修 と は 、 お お い 町 で 独 自 に 実 施 す る 研 修 を い う 。  

委 託 研 修 と は 、 福 井 県 自 治 研 修 所 等 に 委 託 し て 実 施 す る 研 修 を い い ま す 。  

   ２  派 遣 研 修 と は 、 他 の 研 修 機 関 に 職 員 を 派 遣 し て 実 施 す る 研 修 を い い ま す 。  



- 13 - 

(2) 勤務成績の評定の状況  

   任 命 権 者 は 、職 員 の 執 務 に つ い て 定 期 的 に 勤 務 成 績 の 評 定 を 行 い 、

そ の 評 定 の 結 果 に 応 じ た 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い と さ れ て い ま

す （ 法 第 ４ ０ 条 ）  

   勤 務 評 定 は 、能 力 主 義 及 び 成 績 主 義 を 実 現 す る た め の 手 段 で あ り 、

各 任 命 権 者 に お い て は 、 こ う し た 観 点 か ら 、 職 員 の 能 力 や 勤 務 実 績

等 を 総 合 的 に 評 価 し 、 そ の 結 果 を 配 置 換 え や 昇 任 等 の 人 事 管 理 に 活

用 す る こ と で 、 公 務 の 能 率 的 な 運 営 を 図 っ て い ま す 。  

    

本 町 で は 、「 お お い 町 職 員 の 勤 務 成 績 の 評 定 に 関 す る 要 綱 （ 平 成

18 年 お お い 町 訓 令 第 38 号 ）」に 基 づ き 、次 の と お り 評 定 を 行 っ て い

ま す 。  

評 定 基 準 日  ４ 月 １ 日  １ ０ 月 １ 日  

評 定 期 間  前 年 10 月 1 日 ～ 3 月 31 日  4 月 1 日 ～ 9 月 30 日  

評 価（ 評 語 ） 5 区 分 （ 秀 ・ 優 ・ 良 ・ 可 ・ 劣 ）  
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７  職員の福祉及び利益の保護の状況  

 

(1) 職員の健康管理の状況  

  職 員 の 健 康 の 保 持 増 進 を 目 的 と し た 各 種 健 康 診 断 等 の 厚 生 事 業

に つ い て は 、労 働 安 全 衛 生 法 等 に 基 づ き 実 施 し て お り ま す が 、平 成

２ ５ 年 度 に お け る 実 施 状 況 は 次 の と お り で す 。  

健 康 診 断 ・ 検 診 名  受 診 者 数  平 成 ２ ４ 年 度 決 算 額  

定 期 健 康 診 断  １ ５ １ 人  

１ ， ５ ７ ５ ， ７ ９ ０ 円  人 間 ド ッ ク  

（ 脳 ド ッ ク 含 む ）  
４ ８ 人  

 

(2) おおい町職員組合事業の実績状況  

  職 員 の 福 祉 向 上 と 互 助 共 済 を 目 的 と し た 事 業 に つ い て は 、職 員 に

よ る 互 助 組 織 で あ る「 お お い 町 職 員 会 」が 主 に 実 施 す る こ と に な っ

て い ま す が 、 平 成 ２ ５ 年 度 に お け る 実 施 状 況 は 次 の と お り で す 。  

組 織 の 名 称  お お い 町 職 員 会  

組 合 員 数  １ ８ ４ 人 （ 平 成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日 現 在 ）  

町 補 助 金  １ ， ２ ０ ０ ， ０ ０ ０  円  

主 な 事 業  

事 業 区 分  事 業 内 容  参 加 人 数  

福 利 厚 生  交 流 事 業 な ど  １ ５ ０ 人  

そ の 他  
交 通 安 全 講 習 会 、除 草

作 業 な ど  
１ ９ ９ 人  

 

(3) 公務災害発生状況  

   職 員 が 仕 事 中 や 通 勤 途 中 で け が を し た り 、 仕 事 が 原 因 で 病 気 に な  

っ た り し た と き は 、 原 則 と し て 公 務 災 害 と し て 取 り 扱 い ま す 。  

   平 成 ２ ５ 年 度 の 公 務 災 害 発 生 状 況 は 、 次 の と お り で す 。  

町長部局 議会事務部局 
教育委員会 

事務部局 
左記以外 計  

２ 件  ０ 件  １ 件  ０ 件  ３ 件  
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８  勤務条件に関する措置の要求状況  

  公 平 委 員 会 に お い て 平 成 ２ ５ 年 度 に 勤 務 条 件 に 関 す る 措 置 の 要 求 と  

し て 取 り 扱 っ た 事 案 は あ り ま せ ん 。  

 

 

９  不利益処分に関する不服甲立ての状況  

  公 平 委 員 会 に お い て 平 成 ２ ５ 年 度 に 不 利 益 処 分 に 関 す る 不 服 申 立 て  

と し て 取 り 扱 っ た 事 案 は あ り ま せ ん 。  


